
 

 

都城運動公園の基本設計について 
 

総合政策部国民スポーツ大会準備室 
 

１ 基本方針 

  「第２次都城市スポーツ施設整備ビジョン」（平成３０年９月策定）に基づき、基本

設計を実施。 

   現在の屋内施設（体育館・武道館・弓道場など）の機能は、早水公園体育文化セン

ターに移転したため、施設跡地を利用しテニスコートや駐車場の拡充を実施。 

              

２ 整備施設の概要 

（１）所在地  都城市妻ケ丘町（都城運動公園） 

（２）敷地面積 約１０ｈａ 

（３）施設等概要  

① テニスコート 

  ・面  数：１６面（４面×４箇所）新設 

・仕  様：砂入り人工芝 

・面  積：１１，２８０㎡ 

  ・そ の 他：一部観覧スタンド、夜間照明有 

② 野球場 

プロ野球オープン戦などに利用できる水準に改修（令和２年度実施済） 

③ 陸上競技場 

  日常的な陸上競技の場及び市民の健康増進の場として維持。 

山之口運動公園に陸上競技場が整備されるまでは、公認を維持。 

④ その他 

  駐車場４５０台程度、トイレ、管理棟、管理用倉庫等 

 

３ 今後の主なスケジュール（予定） 

令和２年度 実施設計 

令和３年度 工事 

  令和５年度 テニスコート完成 

  令和６年度 駐車場・園路完成 

  令和８年度 国民スポーツ大会開催 
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